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企
画
財
務
課
（
内
線
５
６
３
・
５
６
４
）

平
成
１９
・
２０
年
度

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
受
付
に
つ
い
て

　

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
物
品
購

入
等
の
競
争
入
札（
見
積
）に
参
加
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
必
要
書
類
を
添
え
て

期
限
内
に
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
間

　

２
月
１
日
㈭
～
３
月
１０
日
㈯（
必
着
）

■
提
出
書
類

　

申
請
書
、
登
記
簿
謄
本
、
納
税
証
明

書
ほ
か

　

詳
し
く
は
、
伊
予
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w

w
.city.iyo.ehim

e.jp/

）
又
は
、

企
画
財
務
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
提
出
先

　

伊
予
市
総
務
部
企
画
財
務
課

（
〒
７
９
９
ー
３
１
９
３
、
伊
予
市
米
湊

８２０
番
地
）

都
市
整
備
課（
内
線
５
９
５
）

中
山
地
域
事
務
所
総
合
窓
口
課（
☎
９
６
７
ー
１
１
１
１
）

双
海
地
域
事
務
所
総
合
窓
口
課（
☎
９
８
６
ー
１
１
１
２
）

市
営
住
宅
補
欠
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
！

　

平
成
１９
年
度
市
営
住
宅
補
欠
入
居
の

希
望
者
を
、
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

　

今
回
の
募
集
は
、
平
成
２０
年
３
月
３１

日
ま
で
の
間
に
空
家
と
な
り
、
入
居
可

能
と
な
っ
た
住
宅
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

■
募
集
対
象
住
宅

○
本
庁
地
区

　

鳥
ノ
木
団
地
・
新
川
団
地
・
安
広
団
地
・

鹿
島
住
宅

○
中
山
地
区

　

竹
之
内
住
宅（
３
戸
）・
寺
尾
団
地
・
豊

岡
団
地
・
門
前
住
宅（
３
戸
）・
泉
町
団
地
・

門
前
団
地［
特
公
賃
］ほ
か

○
双
海
地
区　

　

夕
や
け
団
地（
２
戸
）・
双
海
団
地
・
星

住
宅
・
あ
か
ね
団
地（
１
戸
）・
二
瀬
団
地
・

清
流
団
地［
特
公
賃
］（
１
戸
）

※（  

）は
、
１
月
末
現
在
の
空
戸
数

■
家
賃

　

入
居
者
の
所
得
や
対
象
住
宅
の
立
地

条
件
、
規
模
、
経
過
年
数
な
ど
に
応
じ
て

決
定
し
ま
す
。

■
入
居
申
込
資
格

○
市
内
に
住
所
又
は
勤
務
場
所
を
有
す

る
方

○
地
方
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

○
現
に
同
居
又
は
同
居
し
よ
う
と
す
る

親
族
の
あ
る
方（
条
件
に
よ
り
単
身
者

も
可
）

○
所
得
が
公
営
住
宅
法
に
定
め
る
基
準

に
合
っ
て
い
る
方（
各
種
控
除
後
の
月

額
が
２０
万
円
以
下
の
方
）、
た
だ
し
、
特

定
公
共
賃
貸
住
宅
に
あ
っ
て
は
、
特
定

優
良
賃
貸
住
宅
法
に
定
め
る
基
準
に

合
っ
て
い
る
方（
各
種
控
除
後
の
月
額

が
２０
万
円
を
超
え
る
方
）

○
そ
の
他
、
公
営
住
宅
法
及
び
特
定
優

良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る

法
律
に
適
応
す
る
方

■
選
考
方
法

　

伊
予
市
営
住
宅
管
理
条
例
に
基
づ
き

選
考
し
ま
す
。（
母
子
・
高
齢
者
・
心
身

障
害
者
世
帯
等
に
つ
い
て
は
、
優
遇
措

置
が
あ
り
ま
す
）

■
申
込
受
付
期
間

　

２
月
１３
日
㈫
～
２１
日
㈬
、
８
時
３０
分

～
１７
時
３０
分（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

　こんにちは

人権擁護委員です

　宮内幹男さん・藤本友良さんの任期満了に伴

い、１月１日付けで、次の方が新しく人権擁護委

員に委嘱されました。

武市  正彦さん（下吾川）
　　　☎９８２ー０２３０

西山  一幸さん
（中山町出渕）

　　☎９６７ー１６３８

住
ま
い
は
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
す
。

住
宅
の
家
賃
は
、納
付
期
日
ま
で
に
、

き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
！
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税
務
課
（
内
線
５
３
１
～
５
３
４
）

期
限
内
に
正
し
い
申
告
を

市
県
民
税
の
申
告
は
３
月
１５
日
㈭
ま
で
に
！

　

市
県
民
税
の
申
告
は
、
平
成

１９
年
度

分
の
市
県
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
を

計
算
す
る
た
め
の
大
切
な
資
料
と
な
り

ま
す
の
で
、
３
月
１５
日
㈭
ま
で
に
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
告
期
間
中
は
、
非
常
に
混
み
合
い

ま
す
。申
告
書
を
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
保
加
入
者
も
必
ず
申
告
を
！

　

国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
に
は
、
前

年
の
所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
前

年
中
に
ま
っ
た
く
所
得
が
な
か
っ
た
場

合
や
、
所
得
が
遺
族
年
金
や
障
害
年
金

の
よ
う
に
市
県
民
税
で
は
非
課
税
と
な

る
所
得
の
み
の
場
合
に
も
必
ず
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
の
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保

険
税
の
軽
減
措
置
の
適
用
が
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
す
。
必
ず
期
間
内
に
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

６５
歳
以
上
の
方
は
…

　

老
年
者
控
除
の
廃
止
や
公
的
年
金
の

所
得
計
算
方
法
の
変
更
、
老
年
者
非
課

税
措
置
の
段
階
的
廃
止
に
よ
り
市
県
民

税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
所
得
控
除
等（
医
療
費
控
除
、
社
会

保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料

内　容 説　明

申告が必要な方 次の条件に該当す

る方

○平成１９年１月１

日現在で市内に居

住している方

○下の申告義務の

免除に該当しない

方

申告が不要な方（確定申告

書を提出した方を除く）も、

医療費控除等各種の控除を

受けようとする場合は申告

してください。

申告が不要な方

（申告義務免除）

給与所得者

※平成１８年の中途

で退職し、再就職

していない方は申

告が必要です。

平成１８年中の所得が給与

所得のみで、勤務先から給

与支払報告書が提出されて

いる方

給与のほかに所得がある方

は申告が必要です。

公的年金等受給者

（遺族年金や障害年

金の受給者は除く）

公的年金等の所得のみの方

公的年金等のほかに所得が

ある方は申告が必要です。

確定申告を税務署

に提出している方

申告に必要な物

○印鑑・筆記用具・電卓

○所得計算に必要な書類

　源泉徴収票…給与、公的年金等の所得

　収支内訳書…上記以外（収入、経費を必ず集計しておいてください）

○医療費の領収書

　医療費控除を受ける場合に必要です。

○保険料等の証明書

　国民健康保険税、健康保険料、国民年金、生命保険料、損害保険料

　など

　※国民年金保険料については「社会保険料（国民年金保険料）控

　　除証明書」が必要です。

控
除
、
寡か

ふ婦
控
除
な
ど
）の
申
告
に
よ
り

税
額
が
軽
減
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
方
は
、
申
告
を
し
て
く

だ
さ
い
。

※
老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、
寡
婦
控
除

　

が
適
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
寡
婦
控
除
と
は
、
夫
と
死
別
後
、
再
婚
し

　

て
い
な
い
場
合
、
又
は
、
離
別
後
再
婚
し

　

て
お
ら
ず
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
に
適

　

用
で
き
る
所
得
控
除
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
も

３
月
１５
日
㈭
ま
で
に
！

　

平
成
１８
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

も
、
２
月
１６
日
㈮
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
な

お
、
税
務
署
の
閉
庁
日（
土
・
日
曜
日
、
休

日
等
）は
、
相
談
及
び
申
告
書
の
受
け
付

け
は
行
い
ま
せ
ん
が
、
郵
送
又
は
税
務

署
の
時
間
外
収
受
箱
に
投
函
す
る
こ
と

に
よ
り
、
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、松
山
税
務
署
で
は
、２
月
１８
日
・

２５
日
の
日
曜
日
に
限
り
、
確
定
申
告
の

相
談
・
申
告
書
の
受
け
付
け
を
行
い
ま

す
。

申
告
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手

　

確
定
申
告
の
用
紙
は
、
税
務
署
又
は

市
役
所
に
置
い
て
あ
り
ま
す
が
、
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
所
得
税
の
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

○
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w

w
.nta.go.jp
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■市県民税の申告受付日程

受付時間／９：００～１１：００、１３：００～１６：００

本庁地区
日 地　区　名 会　場

２月
１４日㈬ 事業所得関係

（別途に案内している方）

さざなみ館
１５日㈭
１６日㈮ 灘町・湊町

１７日㈯
年金所得関係

（別途に案内している方）

１９日㈪ 米湊

伊予市市民会館
２０日㈫ 下吾川（鳥ノ木・新川を除く）

２１日㈬ 新川
２２日㈭ 鳥ノ木
２３日㈮ 上吾川 上吾川集会所

２４日㈯
大平地区（事業所得関係）

（別途に案内している方） 大平地区公民館
２６日㈪ 平岡・大平

２７日㈫ 鵜崎・両沢・唐川
唐川
ふれあいプラザ

２８日㈬ 三秋 三秋集会所

中山地区
日 地　区　名 会　場

２月
１６日㈮ 柚之木・大矢

中山地区公民館
（保健センター

講義室）

１７日㈯
年金所得関係

（別途に案内している方）

１９日㈪ 坪井・野中
２０日㈫ 栗田２・栗田３・東町
２１日㈬ 泉町１・泉町２・添賀
２２日㈭ 泉町３・泉町４
２３日㈮ 豊岡１・豊岡２
２６日㈪ 栃谷・障子ヶ谷・重藤
２７日㈫ 影之浦・小池
２８日㈬ 山口・柿谷・犬寄
３月

１日㈭ 村中・中替地・影浦

中山地区公民館
（保健センター

講義室）

２日㈮ 源氏・赤海・安別当
５日㈪ 日浦・梅ノ木・坪ノ内
６日㈫ 榎峠・竹之内・長沢団地
７日㈬ 日南登・平村
８日㈭ 上長沢・梅原・永木
９日㈮ 門前・漆

１２日㈪ 福住・福岡・高岡
１３日㈫ 下長沢・福元・平沢
１４日㈬

中山地区全域
１５日㈭

双海地区
日 地　区　名 会　場

２月
１６日㈮ 高野川・小網

双海地域事務所

１７日㈯
年金所得関係

（別途に案内している方）

１９日㈪ 灘町・城の下
２０日㈫ 両谷・久保
２１日㈬ 三島・岡
２２日㈭ 日尾野・柆野
２３日㈮ 大栄・奥大栄
２６日㈪ 高見・東峰・犬寄
２７日㈫ 本郷
２８日㈬ 塩屋・唐崎
３月

１日㈭
双海地区全域 双海地域事務所

２日㈮

５日㈪
本谷・石久保・閏住・
富岡・日喰

下灘
コミュニティ
センター

６日㈫ 奥東・奥西・池ノ久保
７日㈬ 上浜・下浜

８日㈭
本村・富貴・松尾・
壷神・満野空・満野浜

９日㈮

双海地区全域 双海地域事務所
１２日㈪
１３日㈫
１４日㈬
１５日㈭

日 地　区　名 会　場
３月

１日㈭ 森 森集会所
２日㈮ 本郡・尾崎

中村地区公民館３日㈯
中村地区（事業所得関係）

（別途に案内している方）

５日㈪ 中村・三島・市場
６日㈫ 稲荷 稲荷西集会所
７日㈬ 下三谷 下三谷集会所
８日㈭ 上三谷

上野地区公民館
９日㈮ 上野

１０日㈯
上野地区（事業所得関係）

（別途に案内している方）

１２日㈪ 宮下 宮下集会所
１３日㈫ 八倉 八倉中央集会所
１４日㈬

本庁地区全域 伊予市市民会館
１５日㈭
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上水道当直水道指定工事事業者
◆土・日曜日、祝日の上水道の故障など緊急業務は、

次の当直水道指定工事事業者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

２

３㈯ ㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７

４㈰ 佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

１０㈯ ㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０

１１㈰ 武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８

１２㈪ 豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７

１７㈯ ㈲二宮水道工業 下吾川 ９８３－２８１９

１８㈰ 友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

２４㈯ 西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８

２５㈰ ㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

３
３㈯ 未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２

４㈰ ㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

※中山地区、双海地区の簡易水道をご利用の方は、次の指定
工事事業者にお問い合わせください。

　中山地区　㈲升田金物店　☎９６７－００６７

　　　　　　㈲田中興業　　☎９６７－１３１７

　　　　　　㈱中山建設　　☎９６７－１０３５

　　　　　　㈲栄電機設備　☎９６７－１３１８

　双海地区　藤岡工業㈱　　☎９８６－０３５０

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝ 市内の交通事故状況 ＝

＝ 市内の街頭犯罪等発生状況 ＝
（１２月末日現在）

１２月 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ４件 １６６件 ＋６５件

自 動 車 盗 ０件 ４件 ー ２件

オートバイ盗 ０件 ７件 ー２２件

自 転 車 盗 ２件 ５２件 ー４８件

車 上 ねらい ３件 ３３件 ー１３件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（１２月末日現在）

１２月 累計 前年比

発　生 １８件 ２４５件 ー１９件

死　者 ０人 ３人 ー　５人

傷　者 ２９人 ３２０人 －１５人

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
７
）

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付
に
つ
い
て

　

年
金
は
、
受
給
資
格
を
満
た
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
自
動
的
に
受
け
ら
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
め
て
年
金

を
受
け
る
場
合
に
は
、
受
給
者
と
な
る

本
人
が
、
年
金
を
受
け
る
た
め
の
手
続

き（
＝
裁
定
請
求
）を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
に
必
要
と
な
る
届

出
書
が
「
裁
定
請
求
書
」
で
す
。
こ
の
届

出
書
を
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
で
受
け

取
り
、
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
し

ま
す
。

　

し
か
し
、
自
分
で
請
求
す
る
こ
と
を

知
ら
な
か
っ
た
り
、
忘
れ
た
り
す
る

ケ
ー
ス
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
社
会
保
険
庁
で
は
、
年

金
請
求
者
の
利
便
を
図
り
、
ま
た
、
裁
定

請
求
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
社
会
保
険

業
務
セ
ン
タ
ー
が
管
理
し
て
い
る
年
金

加
入
記
録
に
よ
り
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
要
件
が
確
認
で
き
た
方
に
対
し

て
、
年
金
加
入
期
間
等
を
あ
ら
か
じ
め

印
字
し
た
「
裁
定
請
求
書
」
を
年
金
支
給

開
始
年
齢
に
達
す
る
３
か
月
前
に
、
本

人
宛
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

送
付
対
象
者
は
、
年
金
の
受
給
資
格

が
あ
り
、
６０
歳
お
よ
び
６５
歳
で
受
給
権

が
発
生
す
る
方
で
す
。
ま
た
、「
裁
定
請

求
書
」
に
は
、
基
礎
年
金
番
号
・
氏
名
・

生
年
月
日
・
性
別
・
住
所
・
年
金
加
入

履
歴
が
あ
ら
か
じ
め
印
字
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

内
容
を
よ
く
確
認
し
て
、
裁
定
請
求

す
る
際
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
送
付
対
象
者
】

・
６０
歳
の
３
か
月
前
に
送
付
さ
れ
る
方

（
昭
和
２２
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

方
）

・
６５
歳
の
３
か
月
前
に
送
付
さ
れ
る
方

（
昭
和
１７
年
１
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

方
）

※
「
裁
定
請
求
書
」
は
、
３
か
月
前
に
送

　

付
さ
れ
ま
す
が
、
裁
定
請
求
書
の
提

　

出
日
、
お
よ
び
戸
籍
謄
本
・
住
民
票

　

等
の
発
行
日
に
つ
い
て
は
、
受
給
権

　

発
生
日（
誕
生
日
の
前
日
）以
降
に
な

　

り
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ

　

う
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
６０
歳
で
年
金
の
受
給
資
格
が
確
認
で

　

き
な
い
方
に
は
、
裁
定
請
求
の
案
内

　

（
は
が
き
）が
送
付
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

保
険
年
金
課
、
又
は
、
松
山
西
社
会
保

険
事
務
所（
☎
９
２
５
ー
５
１
０
５
）
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■伊予市管内の火災と救急出場件数（１２月末日現在）

種別 １２月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 １

３

本庁 １１

１７中山 １ 中山 ４

双海 １ 双海 ２

救急出場

件 数

本庁 １２６

１６１

本庁 １，３６４

１，８２３中山 １７ 中山 ２０３

双海 １８ 双海 ２５６

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

皆
さ
ん
の
安
心
の
た
め
、
消
防
は
２４
時
間
活
動
し
て
い
ま
す
。

平
成
１８
年
中
の
火
災
発
生
・
救
急
出
場
状
況
報
告

伊
予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

■平成１８年中の火災発生状況

区　分 平成１８年 平成１７年 前年比

件数 １７ ２３ △６

損害額（千円） ５４，０４３ ５７５，７７０ △５２１，７２７

建

物

件数 １０ ２０ △１０

焼損面積（㎡） ４０４ ２，４９４ △２，０９０

焼損表面積（㎡） １３ １ １２

損害額（千円） ４８，４１９ ５７５，７１９ △５２７，３００

林

野

件数 ２ ０ ２

焼損面積（ａ） ３１ ０ ３１

損害額（千円） ０ ０ ０

車
両

件数 ４ １ ３

損害額（千円） ２，８８５ ３５ ２，８５０
そ
の
他

件数 １ ２ △１

損害額（千円） ２，７３９ １６ ２，７２３

り災世帯数 ６ １０ △４

り災人員 ２２ ２５ △３

負傷者数 ６ １ ５

死者 ０ １ △１

■出火原因と件数

原　　因 件数 原　　因 件数
こんろ ３ 内燃機関（車両） １
ストーブ １ 排気管（車両） １
たばこ １ 放火 １
火遊び １ その他 １
マッチ・ライター １ 不明・調査中 ５
交通機関内配線 １ 合　　計 １７

■
火
災
発
生
状
況

　

平
成
１８
年
中
に
お
け
る
市
の
火
災
件

数
は
１７
件
、
損
害
額
は
５
４
，０
４
３
千

円
で
し
た
。

　

平
成
１７
年
中
と
比
較
す
る
と
、
件
数

は
６
件
、
損
害
額
は
５
２
１
，７
２
７
千

円
と
大
幅
な
減
少
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
出
火
原
因
は
、
こ
ん
ろ
・
ス
ト
ー

ブ
・
た
ば
こ
な
ど
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
ら
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
や
不
注

意
か
ら
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

自
分
た
ち
の
命
や
財
産
は
、
ま
ず
、
自

分
た
ち
で
守
る
と
い
う
こ
と
を
心
が

け
、
火
災
予
防
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

■
救
急
車
の
出
場
件
数

　

平
成
１８
年
中
の
救
急
車
の
出
場
は
、

１
，８
２
３
件
で
１
，７
８
５
人
を
搬
送

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
市
民
の
約
２２
人
に

１
人
が
利
用
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

救
急
車
は
、
だ
れ
で
も
要
請
さ
え
す

れ
ば
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

中
に
は
「
救
急
車
で
病
院
に
行
く
と
、
早

く
診
て
も
ら
え
る
。」と
思
っ
て
い
る
方
、

救
急
車
に
頼
ら
な
く
て
も
良
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
軽
い
症
状
や
、
急
を
要
す
る

病
気
で
は
な
い
が
、
ど
こ
の
病
院
に
行

け
ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
呼
ぶ
方

が
多
く
み
ら
れ
る
た
め
、
出
場
件
数
増

加
の
原
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

生
命
に
か
か
わ
る
傷
病
者
の
搬
送
に

支
障
を
き
た
す
恐
れ
も
あ
り
ま
す
の

で
、
緊
急
性
の
な
い
軽
い
け
が
や
、
病
気

の
時
な
ど
は
利
用
を
控
え
る
な
ど
、

１１９

番
通
報
す
る
前
に
、
自
家
用
車
や
タ
ク

シ
ー
が
利
用
で
き
な
い
か
、
今
一
度
検

討
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

～
消
防
豆
知
識
～

戦
場
か
ら
送
ら
れ
た

「
火
の
用
心
」

「
一
筆
啓
上
火
の
用
心

お
仙
泣
か
す
な 

馬
肥
や
せ
」

　

こ
れ
は
、
徳
川
家
康
の
家
臣
で
あ
っ

た
本
多
作
左
衛
門
重
次
が
、
長
篠
の
戦

い
の
戦
場
か
ら
妻
に
送
っ
た
手
紙
で

す
。
簡
潔
に
し
て
要
を
得
た
こ
の
文
は
、

手
紙
文
の
手
本
と
し
て
今
日
で
も
よ
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

手
紙
を
解
読
す
る
と
、
こ
の
時
代
は
、

今
日
の
よ
う
に
消
防
組
織
や
消
防
ポ
ン

プ
車
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
る
時
代
と

異
な
る
た
め
、
火
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

　

お
仙
と
は
、
重
次
の
長
男
で
あ
る
仙

千
代
の
こ
と
で
、
重
次
が
４０
歳
を
過
ぎ

た
と
き
に
生
ま
れ
た
大
事
な
跡
取
り
の

た
め
、
大
変
気
に
か
け
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
馬
は
戦
に
欠
か
せ
な
い
も
の

で
、
時
に
は
人
の
命
よ
り
大
事
に
し
て

い
ま
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の

手
紙
は
、
自
分
が
い
な
い
家
の
留
守
を

気
遣
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
火
の
用
心
」
と
い
う
言
葉
は
、

火
災
予
防
の
合
言
葉
と
し
て
現
在
も
広

く
使
わ
れ
て
お
り
、「
火
之
要
鎮
」や
「
火

乃
用
心
」
な
ど
、
言
葉
も
じ
り
を
し
な
が

ら
も
、
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。


